
制度改正等について

伊勢崎市長寿社会部
介護保険課

令和7年度居宅介護支援事業所集団指導



▶令和７年度は主な制度改定はありません。

今回の資料は、前回の集団指導の再掲となります。

加算等について、事業所の運営実態と照合しながら改めてご確認ください。



目 次

◼令和６年度の制度改正・報酬改定の対応

１．特定事業所加算の見直し（p3~5）

２．入院時情報連携加算の見直し（P7,8）

３．同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント（p10,11）

４．市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い（p13~15）

◼申請書等の届出に関して

５．電子申請・届出システム（p17~22）

3



１－１．特定事業所加算の見直し

算定要件

（１）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事

業所の職務と兼務をしても差し支えない。

（２）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること。
※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職 務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定

介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

（３）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期 的に開催すること

（４）24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること

（５）算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５であ る者の占める割合が100分の40以上であ
ること

（６）当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

（７）地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例 に係る者に指定居宅介護支援を提供してい
ること

（８）家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外 の対象者への支援に関する知識等に関する
事例検討会、研修等に参加していること

（９）居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと

（10）指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支 援事業所の介護支援専門員１人当たり45
名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は50名未 満）であること

（11）介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は 協力体制を確保していること（平成28年
度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適 用）

（12）他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

（13）必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを含む）が 包括的に提供されるような居宅サービス
計画を作成していること 4



居宅介護支援に関する基本方針

➢（１）（２）(主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の

提供や地域包括支援センターの委託を受けてて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業と

の兼務が可能である旨を明確化する。

➢（８）多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、以下の変更を行う。

➢（９）事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を

削除する。

➢（１０）介護支援専門員が取り扱う１人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを

踏まえた対応を行う。

算定要件の主な変更点

【改定前】 【改定後】

１－２．特定事業所加算の見直し

地域包括支援センター等が実施する事例検
討会等に参加していること。

ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難
病患者等、他制度に関する知識等に関する
事例検討会、研修等に参加していること。
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居宅介護支援に関する基本方針１－３．特定事業所加算の見直し

Q.特定事業所加算の算定要件の１つに、ケアマ
ネ１人あたりの利用者数が４５名未満（居宅介
護支援費Ⅰの場合）とあるが、要支援の人も含
めるのか？

～よくある質問～

A.要支援は含めず、要介護の利用者数のみ。

介護報酬の解釈（青本P859より）
「指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用
者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満
であること」と明記があるため。
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【 改定前 】

【 改定前 】

【 改定後 】

【 改定後 】

２－１．入院時情報連携加算の見直し

8



居宅介護支援に関する基本方針２－２．入院時情報連携加算の見直し

（例）1/1～1/4は事業所が休み。
1/3に利用者が入院した。連休明
けの1/5に病院へ情報連携をする
場合、入院時情報連携加算Ⅱの算
定は可能か？

A.算定可能

GWや年末年始などの長期連休
による例外はありません
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居宅介護支援に関する基本方針

概要

➢介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支援事業

所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の

建物に入居している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。

＜改定後＞

同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント⇒ 所定単位数の95％を算定
（新設）

〈対象となる利用者〉

３－１.同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

①指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の
建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者
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②指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人
以上居住する建物（上記を除く。）に居住する利用者



居宅介護支援に関する基本方針

隣接の敷地内の
建物

利用者が同一の
建物に20人以上

道路

対象となるケース（例）

同一の建物

同一の
敷地内

ケアマネ
事業所

３－２.同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
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４－１．市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

＜改定前＞

14



居宅介護支援に関する基本方針

介護予防支援を行う場合の注意点➀

➢ 要支援者のプランは
①「介護予防支援」・・・介護予防サービス利用。介護予防サービス＋総合事業の利用。
②「介護予防ケアマネジメント」・・・総合事業のみ利用。
※指定介護予防支援事業所が行うことができるのは①介護予防支援のみ

４－２．市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

(例)A事業所が指定介護予防支援事業
所として担当中。５月は訪問型サービ
ス週2回、介護予防通所リハビリを1
回予定していたが、６月は通所リハビ
リを1カ月休止した場合。

この場合は各月において介護保険課へ
居宅の届出の提出、利用者との契約が
必要となる。
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居宅介護支援に関する基本方針

介護予防支援を行う場合の注意点②

➢ 法人の登記事項証明書の「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」などの
記載が必要です。

☆指定を希望する場合には、伊勢崎市役所HPに記載された、「居宅介護支援
事業者による介護支援の指定について(令和6年3月1日市から事業所へ通
知)」の注意事項等を必ず確認のうえ申請してください。

↓↓
https://www.city.isesaki.lg.jp/material/files/group/41/kaigoyobousienn-tuuti.pdf

４－３．市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

介護予防支援を行う場合の注意点③

➢ 変更届等を提出する際には、「居宅介護支援」「介護予防支援」それぞれの届出を提
出する。

※付表に関しては様式もそれぞれ異なるのでご注意下さい。
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➢介護分野の文書負担軽減、申請・届出方法を簡素化する観点から、令和7年度までに全ての地方

公共団体で「電子申請・届出システム」が利用開始。 ※伊勢崎市は令和６年３月１日開始

概 要

・新規指定申請

・指定更新申請

・変更届出

・廃止・休止届出

・再開届出

・加算に関する届出

対象の手続き 事前準備

・GビズIDのアカウント取得

電子申請システムを利用するにはGビズIDの登録が必須となり、Ｇビ

ズＩD（プライム・メンバーのいずれか）よりログインする。

ここから作成

5－１．電子申請・届出システム

※GビズIDに関するお問合せについては、Gビ

ズIDホームページのお問合せフォームから問い

合わせてください。

【電子申請届出システムのホームページ】

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
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５－２．電子申請・届出システム

➢介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の届出等の手続について

は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 46 号）による改正後の介護保険

法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされた。

標準様式の開始

①指定申請書 ②指定更新申請 ③変更届出書 ④廃止・休止届出書 ⑤再開届出書 ⑥付表

標準とされた様式

施行日：令和６年４月１日

上記①～⑥の様式は、

電子申請・届出システムから、直接入力することにより電子データとして提出可能

令和６年４月１日から

全国統一の様式に

なりました

19



▶ 申請・届出書

▸ 旧様式 ▸ 新様式

▶付表

▸ 旧様式 ▸ 新様式

旧様式で提出された場合には差替え依頼させていただきますのでご了承ください。

５－３．電子申請・届出システム
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５－４．電子申請・届出システム

○申請時に申請書類等を印刷して郵送や持参していたが、システム利用によって印刷や郵送の手間

や経費が減る。

○２４時間申請可能であるため、自治体の受付時間外でも申請ができる。

○差し替え依頼など、市⇄事業所間のやり取りがオンライン上のみで完結する。

△システム利用のために必要なGビズIDの取得には時間がかかり、申請期限に間に合わない場合が

ある。

⇒申請の予定が現在なくても、事前にGビズIDを取得しておく。

△システムの使い方が分からない。

⇒厚生労働省YouTubeチャンネル「電子申請届出システムの操作ガイド説明動画」などで確認。

電子申請・届出システムにおけるメリット等
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ご利用方法
以下のリンク・QRコードから厚生労働省YouTubeチャンネルにアクセスしご視聴ください
なお、電子申請・届出システムの右上ヘルプより遷移するページにもリンクが掲載されています。

動画タイトル 説明文 時間

利用準備編
電子申請届出システムの機能、システムの利用に必要な設定や準備、システム上の
共通操作の説明

7:42

申請届出メニュー（共通機能）編 トップ画面にある各種共通機能の説明 6:06

新規指定申請編 新規指定申請提出時の操作手順の説明 11:12

変更届出編 変更届出提出時の操作手順の説明 11:19

加算届出編 加算届出提出時の操作手順の説明 4:37

申請届出状況確認編 申請届出状況の確認の説明 14:32

まとめ編 利用準備編～申請届出状況確認編をまとめて視聴できます。 55:27

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM5

５－５．電子申請・届出システム
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５－６．電子申請・届出システム

➢指定居宅介護支援事業所に関しての申請・届出をする場合、サービス分類は「地域密着型」を選択

注意点
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参考資料

▶令和６年度報酬改定について（厚生労働省HP）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
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ご清聴ありがとうございました。
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